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 回覧  
 

 令和３年２月吉日 

町民各位 
 

                           和合町自治会長 仲田 始 

                           五輪会会長   神谷 正夫 

                           五輪連組長   柳本 容史 

 

令和３年度 浜松まつりへの参加について 

町民各位への参加募集は行いません。 

 

 令和３年度の浜松まつりについては、浜松まつり組織委員会において、慎重な協議が重ね

られてまいりましたが、１月２２日、十分な感染拡大防止対策をしたうえで、規模を縮小し

て開催をしていく方向で準備を進めることが発表されました。昼間の凧揚げを関係者のみの

無観客で開催し、御殿屋台引き回しや練りなどは中止となりました。 

この方針を受け、和合町においても参加方法などを検討してまいりましたが、毎年多数の

町民が参加する和合町では、広大な凧揚げ会場で、浜松まつり組織委員会が求める感染拡大

防止対策を全員に徹底し、管理していくことは、非常に困難であります。 

その一方で、町内の子どもの誕生を祝い、健やかな成長を願う浜松まつりを続けていくた

めには、凧揚げの技術をはじめ、運営のノウハウを継承していくことが必要です。 

このような事情を鑑み、和合町は関係者のみ参加することといたしました。 

大変残念でありますが、町民の皆様には、何卒、決定の主旨をご理解いただきますようお

願い申し上げます。 

 

記 

 

 １ 和合町の方針 

   浜松まつりの技術伝承を目的として、関係者のみ参加します。 

   ※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、参加を中止する場合があります。 

  

 ２ 町民の皆様へのお知らせ 

   ・御殿屋台引き回し、町内祝い練りなどは実施しません。 

   ・参加者用ワッペン販売は実施しません。 

   ・法被や提灯の販売は実施しません。すでに申込まれた方は、キャンセルとします。 

   ・凧揚げ会場は、関係者以外入場できません。 

凧揚げ会場へ入場して、凧揚げを見学することはできません。  
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 参考  
 

【令和３年度浜松まつりについて （浜松まつり組織委員会報道発表より抜すい・要約）】 

 

 [開催条件] 

 浜松市の開催状況が、国が示す警戒ステージⅢに至っていないこと。 

 ただし、全国的な感染状況によっては、中止となる場合がある。 

 

 ・開催期間を令和３年度に限り、５月１日～５日までの５日間とする。 

 ・昼間の「凧揚げ」のみ実施し、糸切合戦は禁止。 

 ・１日当たりの参加町数を制限するため２グループに分割し、関係者のみ無観客で実施。 

 ・御殿屋台引き回しや練りなどの夜の統一行動は行わない。 

  また、関連イベント、各町での個別行動も行わない。 

 ・感染症対策などを盛り込んだルールを策定し、参加者に周知徹底を図る。 

 

【浜松まつり感染症防止対策 （浜松まつり組織委員会資料より抜すい・要約）】 

 

 ＜参加者個人の事前確認＞ 

 ・新型コロナ感染症の陽性者との濃厚接触がないこと。 

 ・過去14日以内に政府から入国制限のある国・地域等への渡航または当該在住者との 

  濃厚接触がないこと。 

 ・体調が優れない場合には参加しないこと。（発熱「３７．５度以上、又は平熱より 1 度

以上高い」、咳、咽頭痛、嘔吐、下痢、味覚障害など） 

 ・日常生活でも感染リスクを軽減する行動につとめること。 

 ・接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」、浜松市公式ＬＩＮＥアカウントを登録しておくこと。 

 ＜会所での対策＞ 

 ・会所への入所時は検温（３７．５度未満、平熱より１度以上高くないこと。）、手指消毒 

を行う。「はままつＬＩＮＥコロナ見守りシステム」のＱＲコードを読み取ること。 

 ・会所では、日別に名簿を作成し、氏名、連絡先、健康状態、検温結果を記載し保存。 

 ・会所での会合等は必要最低限とし、時間短縮や人数制限も行うこと。 

 ・会所での飲食は、水分補給以外禁止し、水分補給のみ可。（アルコール不可） 

＜凧揚げ会場での対策＞ 

・期間中は、毎日検温を行う。（３７．５度未満、かつ平熱より１度以上高くないこと。） 

 ・各日ごとに参加者名簿を作成し、氏名、連絡先、健康状態、検温結果を記載し、凧揚げ   

会場で提出すること。 

 ・必ずマスクを着用し、咳エチケットの徹底を図る。こまめに手洗い、手指の消毒を行う。 

 ・掛け声などの大声を出さないこと。 

 ・糸切合戦、練りは禁止。ラッパ、笛等鳴り物は禁止（太鼓のみ可） 

 ・会場内での飲食は、最低限の水分補給と昼食のみ可。（アルコールは不可） 

 ・昼食時は、エリアの区分け、対面での飲食を避け、時間を分散。２ｍ以上の間隔を取り、 

会話を控えて食べること。食事後はマスクを着用。 

 ・参加者は必要最低限の関係者とし、人数制限などの対策も行うこと。 


